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◇

不動産取得税のあらまし

Q:不動産を取得した場合には、不動産取

得税がかかるそうですが、不動産取得税とは

どのような税金でしょうか。

A:不動産取得税は、不動産を取得した個

人や法人にかかる地方税です。

【解説】

不動産取得税は、土地や建物を取得したと

きに、その不動産の取得者に対して、取得し

た不動産の価格を基に都道府県が課税する税

金です。

不動産の価格は、通常、市町村の固定資産

課税台帳に登録されている価格となります。

新築家屋のように固定資産課税台帳に価格が

登録されていない場合や、家屋の改築などに

より、その登録価格により不動産の価格を決

定し難い場合には、都道府県知事が評価し決

定した価格となります。したがって、購入価

格や建築価格は直接関係ありません。

税額は不動産の価格に税率を掛けた金額で

すが、宅地を平成11年までに取得した場合

には、その宅地の価格の2分の1に税率を掛

けた金額となります。

税率は、一般の不動産が4％、住宅用が3

％となっています。

なお、一定の条件に該当する住宅を取得し

た場合には、一定額が不動産の価格から控除

されたり、一定の条件に該当する住宅用士地

を取得した場合には、税額の4分の1が減額

される特例もあります。 ■凸◆


